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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタの
ゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレイン配線に接続された絵
素電極を有する単位絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明性絶縁基板と、前
記第１の透明性絶縁基板と対向する第２の透明性絶縁基板またはカラーフィルタとの間に
液晶を充填してなる液晶表示装置において、少なくとも、
　第１の透明性絶縁基板の一主面上に走査線と、絶縁ゲート型トランジスタと、信号線が
形成され、その上に感光性有機絶縁層であるパシベーション絶縁層が形成され、
　前記感光性有機絶縁層には、前記ドレイン配線及び走査線の端子部までに達する開口部
が形成されるとともに、絵素電極同士と電極端子同士を分離する部分である走査線―信号
線交差部、ＴＦＴ部、及び走査線端子部の両側に該当する領域に前記感光性有機絶縁層の
底まで届かない幅の細い溝が一つの単位絵素において複数本並列して形成され、
　前記感光性有機絶縁層上に絵素電極となる導電膜が被着されていることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項２】
　一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタの
ゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレイン配線に接続された絵
素電極を有する単位絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明性絶縁基板と、前
記第１の透明性絶縁基板と対向する第２の透明性絶縁基板またはカラーフィルタとの間に
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液晶を充填してなる液晶表示装置の作製に当たりコンタクトホール形成工程で、少なくと
も、
　第１の透明性絶縁基板の一主面上に走査線と、絶縁ゲート型トランジスタと、信号線を
形成し、
　その上に感光性有機絶縁膜を塗布して表面が平坦な電気絶縁膜を形成し、
　コンタクト形成領域を白、絵素電極形成領域を黒、絵素電極の周囲は光源からの照射光
を位相シフトさせて通過させる中間調領域とする位相シフトフォトマスクを用いて、前記
感光性有機絶縁膜を露光・現像し、
　前記感光性有機絶縁膜には、前記ドレイン配線及び走査線の端子部までに達する開口部
を形成するとともに、絵素電極同士と電極端子同士を分離する部分である走査線―信号線
交差部、ＴＦＴ部、及び走査線端子部の両側に該当する領域に前記感光性有機絶縁層の底
まで届かない幅の細い溝を一つの単位絵素において複数本並列して形成し、
　前記感光性有機絶縁層上に絵素電極となる導電膜を被着することを特徴とする液晶表示
装置の製造方法。
【請求項３】
　絵素電極用導電膜としてＩＴＯまたはＩＺＯあるいはこれらの混晶体をスパッタで形成
することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　絵素電極用導電膜としてＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＮ２Ｏ３、ＺｎＯ等の透明導電性粉体を少
なくとも一つ以上分散させた塗布膜を用いて、加熱処理により安定化させることを特徴と
する請求項２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】
　絵素電極用導電膜としてＡＬ及びＡＬ合金、または銀及び銀合金等の高反射率金属をス
パッタで形成することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は液晶表示装置等の平面型表示装置に用いられるＴＦＴアレイ基板及びその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ＣＲＴディスプレイに代わる平面型表示装置が盛んに商品開発されており、中でも
液晶表示装置は、モバイル用小型ディスプレイ用途から大型テレビディスプレイ用途まで
幅広く普及している。
【０００３】
液晶表示装置は一対の２枚の基板間に液晶を挟持してなる電気光学装置で、表示性能の優
れたアクティブ型の液晶表示装置ではガラス基板等の透明絶縁基板の一主面上に複数本の
信号線と走査線を格子状に形成し、信号線と走査線の交差点毎にアモルファスシリコン等
の半導体薄膜を用いた薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと略す）をスイッチング素子とし
て設けたアレイ基板が広く使用されている。ＴＦＴアレイ基板を作成するためには半導体
集積回路のようにフォトマスクを用いた複数回のフォトリソグラフィティ工程が不可欠で
あり、このフォトリソグラフィティ工程を含めて製造工程数を削減する事が液晶表示装置
の生産性向上とコストダウンに大きく寄与することは自明である。
【０００４】
現在、アクティブマトリックス型アモルファスシリコンＴＦＴアレイ基板の作製において
、５回あるいは４回のフォトリソグラフィ工程を経るプロセスが一般的であり、以下に「
特開２００２－２０６５７１号公報」で開示されている特許公報及び「ＳＩＤ２０００、
Ｄｉｇｅｓｔ、１０１６ページ～１００９ページＡ　ＮＯＶＥＬ　ＦＯＵＲ　ＭＡＳＫ　
ＣＯＵＮＴＰＲＯＣＥＳＳ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ　ＦＯＲ　ＴＦＴ－ＬＣＤＳ」で
報告されているハーフトーンフォトプロセス技術を用いた４枚マスクプロセスを公知の従
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来例として紹介する。これは下記に説明するようにハーフトーン露光技術を用いてチャネ
ルを含む半導体層の島化工程とソース・ドレイン配線工程を１枚のフォトマスクで形成す
る合理化技術である。
【特許文献１】特開２００２－２０６５７１号公報
【非特許文献１】ＳＩＤ２０００，Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅ
ｒｓ
【０００５】
特許文献１を説明するに当り、図１～図５を参照して走査線と信号線が交差する走査線―
信号線交差部、スイッチング素子としてのＴＦＴ部、絵素部（画素部）及び走査線周辺回
路に配置される電極端子部を並べた断面部分を製造工程の進捗に対応して模式的に示す。
【０００６】
先ず、図１（Ａ）に示すようにガラス基板１の一主面上にスパッタリング装置等の製膜装
置を用いて、例えばクロム、モリブデン、タンタル、アルミニウム、銅あるいはそれらの
合金もしくは積層を第１の金属膜２として被着する。次に第１の金属膜２の膜面上にフォ
トレジストを塗布し、１枚目のフォトマスクを使用して、図１（Ｂ）に示すレジストパタ
ーン３を選択的に形成する。その後、レジストパターン３をマスクとして第１の金属膜２
のエッチングを行い、レジストを除去して図１（Ｃ）に示すような走査線も兼ねるゲート
電極膜２Ａを形成する。ゲート電極膜２Ａの膜厚は通常、０．１～０．３μｍの範囲で設
定される。
【０００７】
次にプラズマＣＶＤ装置やスパッタリング装置等の製膜装置を用いて、図２（Ｄ）に示す
ようにゲート絶縁層としての第１のシリコン窒化膜４、トランジスタのチャネルとして不
純物を殆ど含まない第１の非晶質シリコン膜（ａ―Ｓｉ）５及びトランジスタのソース・
ドレインとしてＮ型不純物をドープした第２の非晶質シリコン膜（Ｎ＋ａ―Ｓｉ）６と３
種類の薄膜を、例えば０．３－０．２－０．０５μｍの膜厚で被着する。さらにスパッタ
リング装置等を用いて、例えばクロム、モリブデン、アルミニウム、銅あるいはそれらの
合金や積層を第２の金属膜７として被着する。ここでも膜厚は０．３μｍ程度が一般的で
ある。その後、スリットパターン、ドットパターン等により透過する露光エネルギーを調
整した２枚目のフォトマスクあるいは、半透過膜により透過する露光エネルギーを調整し
た２枚目のフォトマスクを使用し、未露光部分、完全露光部分及びハーフトーン露光部分
を形成し、図２（Ｅ）に示ように領域によって膜厚が異なるレジストパターン８を作成す
る。同図において８Ａはハーフトーン露光によりパターニングされたチャネル部分を示し
、この領域は他のソース・ドレイン配線に対応した領域よりも膜厚が薄いことが特徴であ
る。次に図２（Ｆ）に示すように、レジストパターン８をマスクとして第２の金属膜７及
び第２のシリコン層６と第１のシリコン層５のエッチングを行ってソース・ドレイン配線
を形成し、ゲート絶縁層４Ａを露出する。続いて、図３（Ｇ）に示すように酸素プラズマ
等のアッシング手段によりチャネル部分８Ａのレジスト除去を行い、信号線層７を露出す
る。そして図３（Ｈ）に示すように、膜厚が減少したレジストパターン８Ｂをマスクとし
て再び、信号線層７、第２のシリコン層６及び第１のシリコン層５をエッチングし、第１
のシリコン層５は０．０５～０．１０μｍ程度残すことでソース・ドレイン配線間の第２
のシリコン膜を除去する。すなわち、ＴＦＴのチャネルとなる不純物を殆ど含まない第１
のシリコン膜の選択的形成も行うとともにソース・ドレイン配線（ＳＤ配線）７Ａ，７Ｂ
の分離を行う。その後、図３（Ｉ）に示すようにレジストパターン８Ｂの除去を行う。
【０００８】
続いて図４（Ｊ）に示すように、例えば０．３μｍ程度の膜厚を有する第２のシリコン窒
化膜等の保護膜またはパシベーション絶縁層９をスパッタリング法、あるいはＣＶＤ法に
より被着し、さらにアレイ基板１の表面を平坦にするための平坦化膜として感光性アクリ
ル樹脂膜１０の塗布を行う。通常、平坦化膜としては３μｍ以上厚く塗布している。その
後、図４（Ｋ）に示すように４枚目のフォトマスクを使用して、第１の金属膜２Ａ、第２
の金属膜７Ｂに到達するためのコンタクトホール１０Ａ、１０Ｂを作成する。そして図４
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（Ｌ）に示すようにコンタクトホール部分１０Ａ、１０Ｂ内の絶縁膜である第２のシリコ
ン窒化膜９と第１シリコン窒化膜４のエッチングを行い、第１の金属膜２Ａと第２の金属
膜７Ｂを部分的に露出させる。
【０００９】
引き続き図５（Ｍ）に示すように、スパッタリング法や塗布法等によって透明導電膜１１
をガラス基板１の全面に被着形成する。透明導電膜１１とは、例えば酸化インジニウム錫
（ＩＴＯ）等の金属酸化膜が一般的である。その後、５枚目のフォトマスクを使用して図
５（Ｎ）に示すレジストパターン１２をマスクとして透明導電膜１１を選択的にエッチン
グして絵素電極１１Ａのパターニングを行い、そして図５（Ｏ）に示すように不要なレジ
ストパターン１２の除去を行えば、ガラス基板１はアクティブマトリクス型アモルファス
シリコンＴＦＴアレイ基板として完成する。
【００１０】
このようにして得られたＴＦＴアレイ基板とカラーフィルタを貼り合せて液晶パネルを作
製し、続いてバックライトと駆動用の回路基板を実装したものが液晶モジュールとして各
種の液晶表示装置に組み込まれている。上記のアクティブマトリクス型アモルファスシリ
コンＴＦＴアレイ基板の製作方法においては４枚のフォトマスクが必要であるが、例えば
特開２００２－２５０９３５号公報においては、撥水処理技術を用いて図４に示したコン
タクト形成工程と図５に示した絵素電極の形成工程を１枚のフォトマスクで構成し、合計
３枚のフォトマスクでＴＦＴアレイ基板を形成する製造工程の削減技術が開示されている
。さらに特開２００２－９８９９６号公報においては、化学的機械研磨処理技術を用いて
上記の２つのパターニング工程を同様に１枚のフォトマスクで構成し、合計３枚のフォト
マスクでＴＦＴアレイ基板を形成する別の削減技術も開示されている。
【特許文献２】特開２００２－２５０９３５号公報
【特許文献３】特開２００２－９８９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
このように、アクティブマトリクス型アモルファスシリコンＴＦＴアレイ基板を作成する
ためには現時点では５枚あるいは４枚のフォトマスクが必要であり、プロセスリードタイ
ムの長時間化や歩留まり低下の要因となっている。また、特許文献２に示されている先行
技術では必要なフォトマスク枚数は３枚に削減されるが、撥水性処理を施す工程と撥水性
を除去する工程が新たに必要となり、生産性を低下させる要因となる。また、絵素電極１
１Ａの下地である平坦化膜がハーフトーンプロセスにさらされるためにアレイ基板１の表
面の平坦性が損なわれ、コントラスト低下等のディスプレイ表示性能が悪化する恐れが高
いと考えられる。そして特許文献３に示される先行技術においては新たに化学的機械研磨
処理工程の追加が必要であり、加えて一辺が１ｍを超えるような大面積のガラス基板の研
磨工程ではガラス基板の平坦度を維持することが困難であり、特許文献２と同様にハーフ
トーンプロセスによる表示性能への悪影響が懸念される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１は、一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トランジスタと、前記絶縁ゲート型ト
ランジスタのゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレイン配線に
接続された絵素電極を有する単位絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明性絶
縁基板と、前記第１の透明性絶縁基板と対向する第２の透明性絶縁基板またはカラーフィ
ルタとの間に液晶を充填してなる液晶表示装置において、少なくとも、第１の透明性絶縁
基板の一主面上に走査線と、絶縁ゲート型トランジスタと、信号線が形成され、その上に
感光性有機絶縁層であるパシベーション絶縁層が形成され、前記感光性有機絶縁層には、
前記ドレイン配線及び走査線の端子部までに達する開口部が形成されるとともに、絵素電
極同士と電極端子同士を分離する部分である走査線―信号線交差部、ＴＦＴ部、及び走査
線端子部の両側に該当する領域に前記感光性有機絶縁層の底まで届かない幅の細い溝が一
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つの単位絵素において複数本並列して形成され、前記感光性有機絶縁層上に絵素電極とな
る導電膜が被着されていることを特徴とする。
【００１３】
この構成により、絵素電極形成領域外の領域に設けられた感光性有機絶縁膜の底まで届か
ない幅の細い溝が感光性有機絶縁膜上に被着された導電膜を物理的、電気的に絶縁分離す
るので、透明導電膜は自動的に個々に独立して形成されることになる。すなわち、感光性
樹脂パターンを用いた微細加工技術により絵素電極をパターニングした場合と同等の効果
が得られる。導電膜は上記の物理的、電気的な絶縁分離が容易に行えるのであればその種
類は問われないので、導電膜に透明導電膜を用いれば透過型の、また反射率の高い金属薄
膜を用いれば反射型の液晶表示装置を得ることができる。
【００１４】
　請求項２は、請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法であって、
　一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタの
ゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレイン配線に接続された絵
素電極を有する単位絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明性絶縁基板と、前
記第１の透明性絶縁基板と対向する第２の透明性絶縁基板またはカラーフィルタとの間に
液晶を充填してなる液晶表示装置において、コンタクトホール形成工程で、少なくとも、
　第１の透明性絶縁基板の一主面上に走査線と、絶縁ゲート型トランジスタと、信号線を
形成し、
　その上に感光性有機絶縁膜を塗布して表面が平坦な電気絶縁膜を形成し、
　コンタクト形成領域を白、絵素電極形成領域を黒、絵素電極の周囲は光源からの照射光
を位相シフトさせて通過させる中間調領域とする位相シフトフォトマスクを用いて、前記
感光性有機絶縁膜を露光・現像し、
　前記感光性有機絶縁膜には、前記ドレイン配線及び走査線の端子部までに達する開口部
を形成するとともに、絵素電極同士と電極端子同士を分離する部分である走査線―信号線
交差部、ＴＦＴ部、及び走査線端子部の両側に該当する領域に前記感光性有機絶縁層の底
まで届かない幅の細い溝を一つの単位絵素において複数本並列して形成し、
　前記感光性有機絶縁層上に絵素電極となる導電膜を被着することを特徴とする。
 
【００１５】
この構成により中間調領域における位相シフト効果によって、該当領域の感光性有機絶縁
膜の断面部のテーパ角度が９０度に近づき、また露光機の解像力限界以上の微細なライン
＆スペースをパターニングする事が可能になり、絵素周辺の限られた領域により多くの溝
を形成する事が可能になる。また、露光機の解像力限界以上のライン＆スペースでは、該
当領域に照射される露光エネルギーは減衰し、パターニングされたスペース（溝）部分の
底面は感光性有機絶縁膜の底まで至らない。一方、コンタクト形成領域は一般的なバイナ
リーマスクの透明部分と同様の原理でパターニングされるため、コンタクトホールに必要
な比較的穏やかなテーパ角を形成出来る。絵素電極形成領域は一般的なバイナリーマスク
の遮光部分と同様にパターニングされない。このように所定の開口部と細い溝を形成した
後、絵素電極となる導電膜を被着すれば、位相シフト効果によってパターニングされた絵
素電極の周辺領域において、感光性有機絶縁膜で形成されたパターンの形状（溝）により
導電膜が断線するため、絵素電極形成領域が孤立して絵素電極として形成される。さらに
、位相シフト効果により解像力以下のパターニングが可能となるため、限られた領域に複
数本の溝の形成が可能となり、上記の断線確率を向上する事が容易となる。このため、位
相シフトマスクを使用してコンタクトホール形成と絵素電極のパターニングを１回のフォ
トリソグラィ工程で行う事が出来るので、従来の製法とは異なり絵素電極形成工程におい
てフォトリソグラフィ工程が必要で無くなる。
【００１６】
請求項３によれば請求項２の液晶表示装置の製造方法において、絵素電極用の透明導電膜
を従来通りのスパッタリング法で形成することが出来る。
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【００１７】
請求項４によれば請求項２の液晶表示装置の製造方法において、絵素電極用の透明導電膜
を、真空装置を必要としない塗布法によって形成することが出来る。
【００１８】
請求項５によれば請求項２の液晶表示装置の製造方法において、反射絵素電極用の高反射
率金属薄膜を従来通りのスパッタリング法で形成することが出来る。
【発明の効果】
【００１９】
以上述べたように、感光性アクリル樹脂膜を含むコンタクトホール形成工程において位相
シフトマスクを使用することにより、１度のフォトリソグラフィ工程のみで通常のコンタ
クト形成に必要なテーパ形状を有する開口パターンと細かくて比較的垂直に近いテーパ形
状を有する溝状のパターンを同時に形成し、この細かくて比較的垂直に近いテーパ形状が
、絵素電極形成工程においてフォトリソグラフィ工程を必要とせずに次工程で被着される
導電層を分断してパターン化する事が可能となる。このように平坦化膜である感光性アク
リル樹脂膜に形成された細くかつ深い溝の段差により、絵素電極の分離を行う新規な液晶
表示装置用アレイ基板を提供する事ができる。
【００２０】
本発明では、液晶表示用アレイ基板の製作に当たりフォトリソグラフィ工程を１工程分、
削減することができるので、公知の４枚マスクプロセスとの組み合わせにより、３枚マス
クプロセスが実現し、製造コストの低減にも大きく貢献する。また、この技術は反射型の
液晶表示差内においても同様に実施可能である。
【００２１】
本発明によれば絵素電極用導電性膜を従来例と同様にスパッタリング法で形成することが
できる。あるいは絵素電極用透明導電性膜を塗布法で形成することもできるのでスパッタ
装置のような高価な真空装置や生産機械を必要とせず、更なる製造コストの低減も推進さ
れる。
【００２２】
本発明の優位性は、図４と図５に示したコンタクト形成工程と絵素電極の形成工程を１枚
のフォトマスクで作製出来る技術を提供するだけではなく、前述した先行技術に示される
ような追加工程を必要としないので、プロセスリードタイムがより短く、生産性がさらに
高くなる点にある。また、絵素電極形成領域にはハーフトーンプロセスを使用しないため
、アレイ基板の平坦性が損なわれることは無く、コントラスト等の表示性能を悪化させる
こともない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
図１（Ａ）～図４（Ｊ）までの製造工程は従来例で説明した製造工程と同一である。それ
以降の本発明の実施例による製造工程の断面図を図６で示す。また図７は位相差マスクを
説明する位相差マスクの概略断面図である。製造工程の断面図は先述したように、走査線
と信号線とが交差する走査線―信号線交差部、スイッチング素子としてのＴＦＴ部及び絵
素部及び走査線の周辺回路に配置される電極端子部を並べた断面部分を模式的に示す。
【実施例１】
【００２４】
先ず、図１（Ａ）に示すようにガラス基板１の一主面上にスパッタリング装置等の製膜装
置を用いて、例えばクロム、モリブデン、タンタル、アルミニウム、銅あるいはそれらの
合金や積層を第１の金属膜２として形成する。次に第１の金属膜２の一主面上にフォトレ
ジストを塗布し、１枚目のフォトマスクを使用して、図１（Ｂ）に示すレジストパターン
３を形成する。その後、レジストパターン３をマスクとして第１の金属膜２のエッチング
を行った後、レジストパターン３を除去して図１（Ｃ）に示すようなゲート電極膜２Ａを
形成する。
【００２５】
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次にプラズマＣＶＤ装置やスパッタリング装置等を使用して、図２（Ｃ）に示すようにゲ
ート絶縁層としての第１のシリコン窒化膜４、トランジスタのチャネルとしての第１のシ
リコン膜５、Ｎ型不純物をドープした第２のシリコン膜６を被着する。さらにスパッタリ
ング装置等を利用して、例えばクロム、モリブデン、アルミニウム、銅あるいはそれらの
合金や積層を第２の金属膜７として被着する。その後、スリットパターン、ドットパター
ン等により、透過する露光エネルギーを調整した２枚目のフォトマスクあるいは、半透過
膜により透過する露光エネルギーを調整した２枚目のフォトマスクを使用し、未露光部分
、完全露光部分及びハーフトーン露光部分を形成し、図２（Ｅ）に示すレジストパターン
８を作成する。図２（Ｆ）に示すように、レジストパターン８をマスクとして第２の金属
膜７及び第２のシリコン層６と第１のシリコン層５のエッチングを行った後、図３（Ｇ）
に示すように酸素プラズマ等のアッシングプロセスによりチャネル部分８Ａのレジスト除
去を行い、信号線層７を露出させる。その後、図３（Ｈ）に示すように膜厚が減少したレ
ジストパターン８Ｂをマスクとして再び信号線層７、第２のシリコン層６及び第１のシリ
コン層５をエッチングし、第１のシリコン層は０．０５～０．１μｍ程度残す。その後、
図３（Ｉ）に示すように残されたレジスト除去を行い、ソース・ドレイン配線７Ａ，７Ｂ
の形成を終える。
【００２６】
次に図６（Ｐ）（図４（Ｊ）と同一）に示すように、例えば第２の窒化シリコン膜等の保
護膜あるいいはパシベーション絶縁層９をスパッタリング法、あるいはＣＶＤ法により形
成し、さらに平坦化膜として例えば３～６μｍの厚さの感光性アクリル樹脂膜１０の塗布
を行う。
【００２７】
その後、３枚目のフォトマスクとして、例えば図７に示すような位相シフトマスク１２を
用いて感光性アクリル樹脂膜１０のパターニングを行う。位相シフトマスクとしては、例
えばモリブデンシリサイド膜、ジルコニウムシリサイド膜を位相シフターとして機能させ
るものや、フォトマスクの母材となるクオーツガラスを掘り込むことにより、位相を変え
る掘り込み型、あるいはクロムレス位相シフトマスク等がある。これらの位相シフトマス
ク１２を使用して図６（Ｑ）と図７に示すように、コンタクトホール形成領域１０Ａ、１
０Ｂに該当する部分には通常のバイナリーマスクと同様に透過部分１３を透過した光によ
りコンタクトホールに必要なテーパ形状を有するパターンを形成する。この時、１０Ａ、
１０Ｂの開口部分は保護膜９の表面まで到達している。また、絵素電極同士と電極端子同
士を分離する部分、あるいは電気的に導電膜を必要としない部分１０Ｃに該当する領域に
は位相シフト部分１４を持たしているため、コンタクトホール形成領域に比べて垂直に近
い溝１５がパターニングされる。そして露光機の解像力を超えた細かなパターン形成も可
能となる。これらの溝１５は露光機の解像力と同等以上に細かいため、感光性アクリル樹
脂膜１０に照射されるエネルギーはコンタクト形成領域に比べて小さくなり、溝１５の底
辺は感光性アクリル樹脂膜１０の底辺まで到達することはない。例えば、溝１５のスリッ
ト幅は１～３μｍ、深さは１～４μｍ程度とするような位相差シフト部分１４のパターン
設計が可能である。位相シフト（位相シフト効果）部分１４は、隣り合うパターンの位相
を変換することにより、パターンのエッジ部分を強調させるように調整されている。なお
上記の説明ではポジティブ型の感光性アクリル樹脂膜を例にとったが、位相シフト露光は
化学増幅型のネガティブ型の感光性アクリル樹脂膜にも適用出来ることは言うまでもない
。そして図６（Ｑ）に示すように、このような位相差シフトマスク１２を用いて得られた
感光性アクリル樹脂膜のパターンをマスクとしてエッチングを行い、第２の窒化シリコン
膜９と第１の窒化シリコン膜４を選択的に除去する。
【００２８】
その後、図６（Ｒ）に示すように、例えば０．０４～０．２μｍ程度の厚さの透明導電膜
１１をスパッタリング法あるいは、塗布法によりパターン化された感光性アクリル樹脂膜
１０上に被着させる。塗布法の場合は、導電材を含む溶液を塗布した後、加熱して透明導
電性膜を物理的、化学的に安定させると良い。透明導電性膜は一般的に上記のように膜厚
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が薄く（０．１μｍ程度）、前工程で形成された電気的に導電膜を必要としない領域１０
Ｃの深く（１μｍ以上）細かな溝１５により容易に物理的、電気的に分断されて絵素電極
形成領域に透明導電性の絵素電極１１Ａが自動的に形成されるが、絵素電極１１Ａはコン
タクト部分１０ＢでＴＦＴのドレイン７Ｂと物理的、電気的に接続されている。
【実施例２】
【００２９】
実施例１で明らかなように本発明では、絵素電極はパターングの必要が無く、感光性アク
リル樹脂膜１０に形成された深い溝１５によって絵素電極用の導電性薄膜が電気的、物理
的に分断されれば良い。したがって絵素電極用の導電性薄膜にＡＬ及びＡＬ合金、または
銀及び銀合金等の高反射率金属を用いると反射型液晶表示装置の絵素電極（反射電極）を
得ることができる。これらの金属は通常スパッタで被着形成され、その膜厚は透過型の透
明電極と同じく０．１μｍ程度が一般的である。これは膜厚の増大に伴う結晶の成長によ
って反射率が低下するのを回避する意味合いも含まれている。
【００３０】
ただし、図示はしないが反射型液晶表示装置の絵素電極は鏡面反射を回避するため、その
下地が平坦ではなく、深さが０．５～１μｍ前後の凹凸面が必要である。多くの場合、こ
のような凹凸面を有する下地の形成にも感光性アクリル樹脂が用いられており、コスト的
な課題はあるが、１層目の感光性アクリル樹脂層で凹凸を形成し、さらに２層目の感光性
アクリル樹脂層を所謂、最終的なパシベーション絶縁層として被着形成し、絵素電極とド
レイン電極との間を接続するための開口部を形成した後、絵素電極を形成すれば反射型の
液晶表示装置が得られる。この場合には２層目の感光性アクリル樹脂層に本発明を適用す
ればプロセス削減の目的は達せられる。
【００３１】
感光性アクリル樹脂を１層だけ用いて本発明で提案する深い溝と、その表面に凹凸を持た
せるためには、例えば凹凸形成領域のみに局所的に熱エネルギー、光エネルギーを与える
ような技術開発が必要と推察されるが、それでも感光性アクリル樹脂層を２層用いて凹凸
を形成する場合の長いプロセス処理と比較するとコストメリットが大きく、本発明による
深い溝共々、反射型液晶表示装置の低コスト化に寄与することは間違いない。
【００３２】
以上の説明からも明らかなように、本発明においては絵素電極形成工程でフォトマスクを
使用しないため、透過型の液晶表示装置用ＴＦＴアレイ基板を３枚のフォトマスクで製造
することが可能である。
【００３３】
最後に本発明において感光性有機絶縁層（アクリル樹脂膜）１０は必須の構成部位である
が、チャネル上に保護絶縁層を有するエッチストップ型の絶縁ゲート型トランジスタを用
いた液晶表示装置ではパシベーション絶縁膜あるいは保護膜９は必ずしも必要ではない事
も補足しておく。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明及び従来例の液晶表示用アレイ基板の断面図（ゲート電極形成工程）
【図２】本発明及び従来例の液晶表示用アレイ基板の断面図（ＳＤ配線形成工程）
【図３】本発明及び従来例の液晶表示用アレイ基板の断面図（半導体層形成工程）
【図４】従来例の液晶表示用アレイ基板の断面図（コンタクト形成工程）
【図５】従来例の液晶表示用アレイ基板の断面図（絵素電極形成工程）
【図６】本発明の液晶表示用アレイ基板の断面図（コンタクト形成工程と絵素電極形成工
程）
【図７】本発明で使用する位相シフトマスク
【符号の説明】
【００３５】
１－ガラス基板、２－第１の金属膜、３－レジストパターン、４－第１のシリコン窒化膜
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、５－第１のシリコン膜、６－第２のシリコン膜、７－第２の金属膜、８－レジストパタ
ーン、８Ａ－チャネル部分、９－第２のシリコン窒化膜、１０－感光性アクリル樹脂膜、
１０Ａ，１０Ｂ－コンタクト部分（開口部）、１０Ｃ－導電膜を必要としない部分（溝形
成領域）、１１－透明導電膜、１１Ａ－絵素電極、１２－位相差シフトマスク、１３－透
過部分、１４－位相シフト部分、１５－感光性有機絶縁層に形成された（微少な）溝。

【図１】 【図２】
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要解决的问题：为了降低液晶显示装置等的制造成本，通过提供用于液
晶显示装置等的TFT阵列基板，光刻处理的数量和光掩模的数量小于修
道院的那个。 ŽSOLUTION：通过形成具有新锥形形状的图案10A和10B
以及具有相对接近垂直度的锥形形状的精细图案10C，能够在不使用光
刻工艺的情况下分离像素电极图案作为后续工艺的新技术仅使用具有相
移效应的光掩模通过一次光刻工艺在正常的接触孔部分中，使用光敏丙
烯酸树脂10进行接触形成的光刻工艺，并结合已知的四掩模工艺，以提
供能够形成TFT阵列的新技术用于具有三个光掩模的显示装置的基板。 Ž
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